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​6.3 PPP/PFI活用方針の改版​

​1.はじめに​
​1.2 PPP/PFI活用方針の位置づけ​
​　​​本市における最上位計画である「​​第２次​​札幌市まちづくり戦略​
​ビジョン」では、目指すべき都市像として​​『「ひと」「ゆき」​
​「みどり」の織りなす輝きが、豊かな暮らしと新たな価値を創​
​る、持続可能な世界都市・さっぽろ』​​が掲げられている。​

​また、​​目指すべき都市像の実現に向けて、まちづくりの重要概​
​念である「ユニバーサル（共生）」・「ウェルネス（健康）」・​
​「スマート（快適・先端）」のほか、８つのまちづくりの分野と​
​２０のまちづくりの基本目標を定めている。​

​まちづくりの分野の「都市空間」のうち、まちづくりの基本目​
​標である「都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するま​
​ち」では、昭和４７年（１９７２年）の第１１回冬季オリンピッ​
​ク競技大会の開催を契機として、集中的に整備された公共施設等​
​の都市基盤の老朽化が進んでいることを背景に、公共施設のリ​
​ニューアルに当たり、総量の適正化と機能向上だけでなく、​
​PPP/PFI手法の導入などの民間活力の積極的な活用も図りなが​
​ら、民間施設との複合化を始め、利便性やコスト、収益性の観点​
​なども考慮する必要があるとしている。​

​本活用方針は、本市が目指す都市像の実現に向けて、公共施設​
​等の整備等を進めるにあたり、検討・導入に向けた取組方針及び​
​そのガイドラインを示したものである。​

​目次​
​第Ⅰ部　方針編​
​　6.その他方針​
​　　6.2​​PPP/PFI活用方針の改版​

​1.はじめに​
​1.2 PPP/PFI活用方針の位置づけ​
​　​​本市における最上位計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョ​
​ン」では、目指すべき都市像として​​「北海道の未来を創造し、世​
​界が憧れるまち」、「互いに手を携え、心豊かにつながる共生の​
​まち」​​が掲げられている。​

​また、​​ビジョンの推進にあたっては、「市民が主役のまちづく​
​り」、「まちの活力を高める人づくり」、「北海道と共に発展す​
​る札幌」、「限りある資源の有効活用と共創」を基本姿勢として​
​いる。​

​特に、「限りある資源の有効活用と共創」では、環境問題や高​
​齢化、都市基盤の老朽化等により社会的な費用が増大していくこ​
​とが予想される中、行政と民間の役割分担を考慮しながら、官民​
​の共創による魅力と活力のあるまちづくりを効果的に推進してい​
​くことを掲げている。PPP/PFI事業はまさにこの「官民の共創」​
​であり、PPP/PFI手法を適正に用いることで、公共事業における​
​政策目標を達成するための最適な手段が、民間事業者より提案さ​
​れることが期待されるとともに、民間事業者の事業機会の創出に​
​もつながるものである。​

​本活用方針は、本市が目指す都市像の実現に向けて、公共施設​
​等の整備等を進めるにあたり、検討・導入に向けた取組方針及び​
​そのガイドラインを示したものである。​

​（追加）​

​（時点更新）​



​2. PPP/PFIの概論整理​
​2.5 PPP/PFIの手法（札幌市の対象手法）​
​⑥公共施設等運営権事業（コンセッション）​
​　市が所有権を有する、利用料金徴収を伴う公共施設につい​
​て、運営権を民間事業者に設定した上で、当該事業者が運営権​
​対価の支払いと引き換えに、当該施設の利用者から利用料金を​
​徴収しながら、維持管理・運営を独立採算にて実施する手法で​
​ある。運営権はみなし物​​権​​であり、抵当権等の設定が可能であ​
​るため、事業者は、運営権を担保とした資金調達が可能であ​
​る。​

​2. PPP/PFIの概論整理​
​2.5 PPP/PFIの手法（札幌市の対象手法）​
​⑥公共施設等運営権事業（コンセッション）​
​　市が所有権を有する、利用料金徴収を伴う公共施設につい​
​て、運営権を民間事業者に設定した上で、当該事業者が運営権​
​対価の支払いと引き換えに、当該施設の利用者から利用料金を​
​徴収しながら、維持管理・運営を独立採算にて実施する手法で​
​ある。運営権はみなし物​​件​​であり、抵当権等の設定が可能であ​
​るため、事業者は、運営権を担保とした資金調達が可能であ​
​る。​

​（誤字修正）​



​2.7 国の方針​
​（１）PPP/PFI推進アクションプラン　　　　　　　　　　　​
​　１　PPP/PFI推進アクションプランの概要​
​　令和​​７​​年度の改定においては、​​地方公共団体や民間事業者が​
​抱えるPPP/PFIの課題を特定し、その課題に資する取組を行う​
​に当たり、以下の4つを柱とし、アクションプランの改定を実​
​施。​
​１　地方公共団体への支援の強化​

​●​ ​PFI推進機構による伴走支援の強化​
​●​ ​PFI事業の検討開始から事業契約までの期間短縮化・負​

​担軽減​
​●​ ​分野横断型・広域型PPP/PFIの検討要請​
​●​ ​地域プラットフォーム未設置道県の解消と取組の底上げ​

​２　民間事業者を取り巻く事業環境の改善​
​●​ ​民間事業者の創意工夫を発揮しやすくする環境整備​
​●​ ​PFI推進機構による地域金融機関へのノウハウ提供​
​●​ ​物価上昇への継続的で的確な対応​

​３　地域課題の解決に資する官民連携の推進​
​●​ ​スモールコンセッションの推進​
​●​ ​LABVの普及啓発​

​４　フェーズフリーの視点を取り入れた官民連携の推進​
​●​ ​フェーズフリーの視点を取り入れた公共施設等の事例を​

​収集し、地方公共団体や民間事業者へ横展開​
​●​ ​平時を中心とした地方公共団体所有のキッチンカーの活​

​用可能性の研究​

​2.7 国の方針​
​（１）PPP/PFI推進アクションプラン　　　　　　　　　　　​
​　１　PPP/PFI推進アクションプランの概要​
​　令和​​４​​年度の改定においては、​​令和４年度から令和13年度ま​
​での10年間における「事業規模」「事業件数」「重点分野」な​
​どを示し、社会経済情勢や取組状況の進展に応じて、随時見直​
​しを行うこととしている。​

​（時点更新）​



​4. 庁内における検討・事業実施体制に関する方針​
​4.2 PPP/PFI導入検討、事業者選定過程における庁内体制​
​(1) 札幌市 PPP/PFI 活用委員会 　　　　　　　　　　　　　　​
​② 札幌市 PPP/PFI 活用委員会の流れ​

​4. 庁内における検討・事業実施体制に関する方針​
​4.2 PPP/PFI導入検討、事業者選定過程における庁内体制​
​(1) 札幌市 PPP/PFI 活用委員会 　　　　　　　　　　　　　　​
​② 札幌市 PPP/PFI 活用委員会の流れ​

​（時点更新）​



​6.その他方針​
​6.2 民間事業者の創意工夫の最大化と適正利益が確保される環​
​境構築​
​（１）予定価格の算出時点及びサービス対価改定の基準時点に​
​ついて　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　PPP/PFI事業においては、予定価格が導入可能性調査時点等​
​の検討の早い段階に算出されること及びサービス対価改定の基​
​準時点が契約締結日とされることが比較的多いと言われてい​
​る。このように、予定価格の算出時点とサービス対価改定の基​
​準時点が離れている場合、両時点間の物価変動がサービス対価​
​に反映されず、入札不調・不落又は選定事業者の過度な負担が​
​生じる恐れがある。​
​　本市では、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を​
​適切に反映させるため、サービス対価改定の基準時点と予定価​
​格の算出時点を下記ア、イのとおりとする。​
​　​​ア　サービス対価改定の基準時点​
​　　　入札告示日を原則とする。なお、当該基準時点につい​
​て、実施方針等において明示す　　ること。​
​　​​イ　予定価格の算出時点​
​　　　できる限り、サービス対価改定の基準時点に近づける。​

​（２）サービス対価改定の基準とする物価指数について　　　​

​6.その他方針​
​（追加）​



​　「サービス対価」の改定の基準とする物価指数の採用にあ​
​たっては、選定事業者が負担する物価変動リスクを減じるた​
​め、選定事業者が実際に用いる財・サービスの市場価格が的確​
​に反映される物価指数を採用すること。​
​　物価指数の例は下表のとおりであるが、ここに掲載している​
​か否かにかかわらず、本市の市場価格に対する感応度が高い物​
​価指数を採用するとともに、対象業務ごと、対象費用項目ごと​
​に連動した物価指数を採用すること。​

​※表に掲載していない例として、民間企業が独自に算出してい​
​る指数もある。例えば、(株)日建設計は、見積明細書等を基に​
​した建設物価の動きを示す指数(NSBPI)を独自に算出し、グラ​
​フ形式で四半期ごとに公表している。指標の地域は、首都圏、​
​関西圏及び東海圏のみであるため、採用に当たっては留意する​
​こと。​
​（３）契約変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　サービス対価改定に適切に対応するとともに、事業者から契​
​約変更の協議の申出があった場合には、建設業法の改正等を踏​



​まえ、誠実に協議に応じ、状況に応じた必要な契約変更をを実​
​施するなど、適切な対応を図ること。​
​　契約変更などを検討する際は、選定事業における当初の官民​
​のリスク分担、物価変動の影響等を踏まえた上で、契約変更を​
​して当該選定事業の実施を継続する方が新たに事業者選定を行​
​うよりも本市にとって有利と考えられる場合には契約変更を認​
​めるなど、総合的に判断を行うこと。​

​※サービス対価改定の変更については、当初契約の契約金額及​
​び債務負担の設定額を「〇〇円（税込）に物価変動及び税制度​
​の変更による増減額を加算した額」等とすることにより、適時​
​適切な対価の反映のため合理的な運用を図るなどの工夫も考え​
​られる。​

​～関連通知等～​
​・PPP/PFI 事業における物価変動の影響への対応について（府​
​政経シ第24号令和６年１月 19 日）​
​・令和６年７月の「PFI事業における民間事業者の創意工夫の​
​最大化と適正利益が確保される環境構築の推進について（事務​
​連絡令和6年７月３日）​
​・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業における物価上昇の影響への対応につい​
​て（府政経シ206号令和７年３月 31 日）​
​・建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す​
​る法律の一部を改正する法律の改正（令和７年12月12日施行）​
​・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業における物価変動の影響への対応につい​
​て（府政経シ549号令和７年 12 月 25 日）​

​6.3​​PPP/PFI活用方針の改版​ ​6.2​​PPP/PFI活用方針の改版​



​第Ⅱ編​
​2. 導入検討​
​2.2 検討を始める前に​

​第Ⅱ編​
​3. 事業者選定​
​3.1 事業者選定の概要​
​（３） 事業者選定に際しての留意点　　　　　　　　　　　　​
​②WTO 特例政令の適用​

​第Ⅱ編​
​2. 導入検討​
​2.2 検討を始める前に​

​第Ⅱ編​
​3. 事業者選定​
​3.1 事業者選定の概要​
​（３） 事業者選定に際しての留意点　　　　　　　　　　　　​
​②WTO 特例政令の適用​

​（誤字修正）​

​（時点更新）​


